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特殊消防用設備等性能評価業務規程

[制定] 平成１６年６月１日

目 次

第１章 総 則（第 １条）

第２章 性 能 評 価（第 ２条－第 ６条）

第３章 雑 則（第 ７条－第１２条）

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この規程は、日本消防検定協会（以下「協会」という。）の業務方法書第８条の規定に基づ

き、協会が消防法（以下「法」という。）第１７条の２第１項に定める性能評価を実施するために

必要な事項を定める。

第２章 性 能 評 価

（性能評価）

第２条 協会は、性能評価を受けようとする者の申請に応じて、防火対象物に設置しようとする消防

用設備等（特殊消防用設備等を含む。）について、次に掲げる評価（性能検証試験を含む。）を行

い、その結果を申請者に通知するものとする。

(1) 性能評価

ア 消防用設備等が法第１７条第１項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第２項の規定に

基づく条例で定める技術上の基準による消防用設備等と同等又はそれ以上の性能等を有するも

のと認められるかどうかについて、総合的に行う評価

イ 特殊消防用設備等に係る設備等設置維持計画について、次の事項に関する評価

(ｱ) 防火対象物の概要に関すること。

(ｲ) 消防用設備等の概要に関すること。

(ｳ) 特殊消防用設備等の性能に関すること。

(ｴ) 特殊消防用設備等の設置方法に関すること。

(ｵ) 特殊消防用設備等の試験の実施に関すること。

(ｶ) 特殊消防用設備等の点検の基準、点検の期間及び点検の結果についての報告の期間に関す

ること。

(ｷ) 特殊消防用設備等の維持管理に関すること。

(ｸ) 特殊消防用設備等の工事及び整備並びに点検に従事する者に関すること。

(ｹ) 前各号に掲げるもののほか、特殊消防用設備等の設置及び維持に関し必要な事項に関する

こと。

ウ 特殊消防用設備等の性能を検証する確認試験（以下「性能検証試験」という。）等による性

能の検証
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(2) 性能評価変更

既に前(1)の性能評価を受け、かつ、その評価結果に基づき法第１７条第３項の規定による認

定を受けた特殊消防用設備等（以下「既認定特殊消防用設備等」という。）又は設備等設置維持

計画の一部変更に伴う評価（以下「性能評価変更」という。）については、その変更内容に応じ

て、既評価結果を活用し、前(1)に定める性能評価を行うものとする。

（性能評価の申請手続）

第３条 特殊消防用設備等に係る性能評価（性能評価変更を含む。以下同じ。）を受けようとする者

（当該特殊消防用設備等を設置しようとする関係者に限る。以下「申請者」という。）は、手数料

の振込票を添えて、申請書 正副２部に、別表に掲げる書類（当該書類ごとに同表に定める部数）

を協会（虎ノ門事務所）に提出するものとする。

２ 申請者は、手数料（業務方法書第１９条の規定に基づき協会が定める額）を振込用紙（別記様式

第１号）により振り込むものとする。

（性能検証試験）

第４条 性能検証試験は、性能を検証する必要がある特殊消防用設備等として、協会があらかじめ申

請者に必要事項を通知し、申請者の依頼に基づき協会が必要な試験を行うものとする。ただし、協

会が認めた場合にあっては、他の方法によることができる。

２ 前項の協会が行う性能検証試験は、手数料その他試験の実施に必要な事項について、申請者と協

会で契約を締結して行うものとする。

（性能評価委員会）

第５条 協会は、特殊消防用設備等の性能評価委員会（以下「委員会」という。）を置くものとする。

２ 委員会は、協会が諮問する性能評価事項についての審議を行うものとする。

３ 委員会の構成、運営等に関する必要な事項は、別に定める。

（評価結果等の通知）

第６条 協会は、性能評価の終了後、その結果（以下「評価結果」という。）を申請者に通知するも

のとする。

２ 協会は、前項の評価結果に不具合事項がある場合には、その理由を通知に付すものとする。

第３章 雑 則

（性能評価等の申請取下げ）

第７条 性能評価に係る申請を取り下げようとする者は、取下げ届出書（別記様式第２号）正副２部

を協会に提出するものとする。

２ 既に評価に着手している場合における取り下げ申請については、手数料の還付は行わないものと

する。

（氏名等の変更の届出）

第８条 性能評価等の申請を行った者は、その氏名（法人にあっては、その名称又は代表者の氏名）

又は住所を変更したときは、氏名等変更届出書（別記様式第３号）１部を協会に提出するものとす

る。
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（性能評価等手数料の過誤納）

第９条 協会は性能評価等の申請を行った者が協会に納入した性能評価等手数料の額について過納分

又は誤納分があるときは、これを当該申請者に返還するものとする。

２ 過誤納した性能評価等手数料の還付を受けようとする者は、過誤納金返還申請書(別記様式第４

号の１、第４号の２)１部を協会に提出するものとする。

（疑義の照会等）

第１０条 申請者は、性能評価に関して生じた問題、疑問等について説明を求め、又は文書により照

会することができる。

２ 協会は、前項の疑義等の照会に対して誠実に対処するものとする。

（製品の確認試験）

第１１条 既認定の特殊消防用設備等を有する者は、防火対象物に設置しようとする特殊消防用設備

等の構成機器等が既認定特殊消防用設備等の性能、構造等と同一であるかどうかの確認を協会に依

頼することができるものとする。

２ 前項の確認に係る手続きは、協会が別に定めるものとする。

（細 則）

第１２条 協会は、この規程に定めるもののほか、性能評価の実施に関し必要な細目について別に定

めることができる。

附 則

この規程は、平成１６年６月１日から実施する。
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別表 性能評価申請添付書類（第３条関係）

区 分 提出数 摘 要

設備等設置維持計画 正本１部 規則第３１条の３の２に定める特殊消防用設備等の設
置及び維持に関する計画

設 計 図 正副２部 防火対象物の概要、設置される消防設備の概要、
システム系統図、特殊消防用設備等の構成機器仕様等

明 細 書 正副２部 特殊消防用設備等の性能及び構造に関する明細（仕様、
諸元等を明らかにするもの）を含むもの

計 算 書 正本１部 申請する防火安全性能を検証するもの

試 験 成 績 表 正本１部 性能等に係る試験、実験データ等を記載したもの

備考１ 性能評価変更にあっては、設備等設置維持計画、設計図、明細書、計算書及び試験成績表

の提出書類のうち一部を省略することができる。

２ 提出する書類は、ＪＩＳ Ａ４用の大きさのファイルにより一括して提出すること。
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別 記 様 式 第 １ 号 （ 第 ３ 条 、 第 ４ 条 関 係 ）
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別記様式第２号（第７条関係）

取 下 げ 届 出 書

年 月 日

日 本 消 防 検 定 協 会 殿

申請者

住 所

法人にあっては、その
氏 名 印

名称及び代表者氏名

電話番号

下記について取り下げたくお届けします。ついては、当該手数料 円

は 銀行 支店（普通預金・当座預金、口座番号

名義 ）へ振込みにより還付してください。

記

１ 区 別 （性能評価、性能評価変更、性能検証試験）

２ 申請書受付 年 月 日（第 号）

３ 種 別

４ 取下げ理由

備考１ この用紙の大きさは、ＪＩＳ Ａ４とすること。
２ 区別欄は、該当するものを○で囲むこと。
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別記様式第３号（第８条関係）

氏 名 等 変 更 届 出 書

年 月 日

日 本 消 防 検 定 協 会 殿

申請者

住 所

法人にあっては、その
氏 名 印

名称及び代表者氏名

電話番号

下記のとおり氏名（名称、代表者の氏名、住所）を変更したので届出ます。

記

旧

新

備考 この用紙の大きさは、ＪＩＳ Ａ４とすること。
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別記様式第４号の１（第９条関係）

過 誤 納 金 返 還 申 請 書

年 月 日

日 本 消 防 検 定 協 会 殿

申請者

住 所

法人にあっては、その
氏 名 印

名称及び代表者氏名

電話番号

下記の申請に伴い 年 月 日に 銀行 支店から振り

込みました手数料 円は、過誤納でしたので、過誤納金

円を 銀行 支店（普通預金・当座預金口座、口座番号

名義 ）に振り込みにより還付してください。

記

１ 区 別 （性能評価、性能評価変更、性能検証試験）

２ 申請書受付 年 月 日（第 号）

３ 種 別

備考１ この用紙の大きさは、ＪＩＳ Ａ４とすること。
２ 区別欄は、該当するものを○で囲むこと。
３ この様式は、協会に申請書を提出した後に用いること。
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別記様式第４号の２（第９条関係）

過 誤 納 金 返 還 申 請 書

年 月 日

日 本 消 防 検 定 協 会 殿

申請者

住 所

法人にあっては、その
氏 名 印

名称及び代表者氏名

電話番号

年 月 日に 銀行 支店から別添の振込票

のとおり振り込みました 円は、過誤納でしたので、下記により還

付してください。

記

１ 取引銀行 銀行 支店

２ 口 座 普通預金・当座預金口座

口座番号

名義

備考１ この用紙の大きさは、ＪＩＳ Ａ４とすること。
２ この様式は、協会に申請書を提出していない場合に用いること。
３ 振込票を添付すること。
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